
徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規

定
す
る
一
般
旅
券
の
発
給

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二
千
三
百
円
（
旅
券
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
四
千
三
百
円
）

ロ

電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）
を
使
用

し
て
申
請
す
る
場
合

千
九
百
円
（
旅
券
法
第
二
十
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
三
千
九
百
円
）

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
申
請
が
さ
れ
て
い
る
一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

再
校

　

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
五
十
九
号
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